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入所基準（条例）の実例①（神奈川県横浜市）
《人口３６５万人（平成２０年９月１日現在）、待機児童７０７人（平成２０年４月１日現在）》
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○山口市保育の実施に関する条例

(平成17年条例第95号)

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律

第164号)第24条第1項の規定に基づき、保育

の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育の実施基準)

第2条 保育の実施は、児童の保護者のいずれ

もが次の各号のいずれかに該当することによ

り、当該児童を保育することができないと認め

られる場合であって、かつ、同居の親族その他

の者が当該児童を保育することができないと

認められる場合に行うものとする。

(1) 昼間に居宅外で労働することを常態として

いること。

(2) 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の

家事以外の労働をすることを常態としている

こと。

(3) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神

若しくは身体に障害を有していること。

(5) 長期にわたり疾病の状態にある、又は精

神若しくは身体に障害を有する同居の家

族を常時介護していること。

(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復

旧に当たっていること。

(7) 市長が認める前各号に類する状態にあ

ること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、申込手

続その他保育の実施に関し必要な事項は、

規則で定める。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

（資料）山口市例規集より抜粋

入所基準（条例）の実例②（山口県山口市）
《人口１９．１万人（平成２０年９月１日現在）》
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入所基準（条例）の実例③（福井県小浜市）
《人口３．２万人（平成２０年８月１日現在）》
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保育の質を支える仕組み保育の質を支える仕組み

保育環境保育環境

職員職員

保育内容保育内容

○○ 児童福祉施設 低基準児童福祉施設 低基準
（職員配置、施設設備等）（職員配置、施設設備等）

○○ 保育士資格保育士資格
（指定保育士養成施設（２年以上）の卒業又は国家試験合格）（指定保育士養成施設（２年以上）の卒業又は国家試験合格）

○○ 保育士の研修保育士の研修

監査、評価監査、評価
○○ 都道府県による監査都道府県による監査

○○ 第三者評価（保育内容・方法、保育所の運営管理等）第三者評価（保育内容・方法、保育所の運営管理等）

○○ 保育所保育指針（ガイドライン）保育所保育指針（ガイドライン）
（保育の目標、ねらい・内容、保育計画、健康・安全等）（保育の目標、ねらい・内容、保育計画、健康・安全等）
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○ 「新待機児童ゼロ作戦」において、「国及び地方公共団体において、保育所における質の向上のためのアクションプログラムを策定し、質の向上のための
保育所の取組を支援する」こととされた。

○ これを受けて、今般、国として、保育の質の向上に資する保育所における各種の取組を支援する観点から、国が取り組む施策及び地方公共団体が
取り組むことが望まれる施策に関する総合的なアクションプログラムを策定し、推進しているところ。

○ 保育所の 低基準における面積基準については、「制定以来ほとんど改正されておらず、中には明確な科学的な根拠がないままに長年適用されてしまっ
ているものも少なくない」との指摘を受けているところ。

○ そこで、機能面に着目した保育所の空間・環境に係る科学的・実証的な検証を平成２０年度に行うこととし、この結果を受けて、保育所の施設設備に関する
低基準を見直すこととしている。

１ 保育士の再就職支援事業（来年度予算概算要求事項）

(1) 保育士の需給状況等に関する調査研究

今後の保育士の需給状況に関する調査研究を行うとともに、保育士資格を取得していながら就労していない保育士に対して、今後の就労意欲等の調査、
再就職に際する問題点等を分析する。

(2) 保育士の再就職支援研修等

大都市圏（東京・愛知・大阪）に設置する「福祉人材ハローワーク（仮称）」において、福祉人材確保対策の一環として、保育士資格保有者である求職者の
再就職支援のために、きめ細やかな職業相談・職業紹介、再就職支援研修をモデル事業として行う。

２ 幼稚園教諭免許所得者の保育士資格取得の推進

幼稚園教諭免許取得者が保育士資格を取得するには、指定保育士養成施設を卒業するか、保育士試験に合格することが必要であったが、これに加えて、
保育士資格を取得するために足りない単位を別途取得できるようにすることを検討する。

２２ 「「保育所における質の向上のためのアクションプログラム保育所における質の向上のためのアクションプログラム」（平成」（平成2020年年33月月2828日公表）の推進日公表）の推進

３３ 保育所の施設設備に関する 低基準の見直し保育所の施設設備に関する 低基準の見直し

４４ 保育士の確保方策の推進保育士の確保方策の推進

保育の質の向上のための取組について保育の質の向上のための取組について

○ 子どもの育ちをめぐる環境が大きく変化する中で、保育所に期待される役割が深化・拡大していることを踏まえ、子どもの保育や保護者への支援等を通じて
適切にその役割や機能を発揮できるよう、保育の内容の質を高める観点から、保育所保育指針の改定を行い、これを推進する。

１１ 保育所保育所保育指針の改定（平成保育指針の改定（平成2121年年44月月11日施行）日施行）
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